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本
会
は
平
成
二
十
三
年
（
二
〇
一
一
年
）、
安
全
保
障
問
題
専
門

家
の
川か

わ

村む
ら

純す
み

彦ひ
こ

・
常
務
理
事
（
当
時
）
を
座
長
に
、
会
員
の
中
の
専

門
家
で
構
成
す
る
「
日
米
台
の
安
全
保
障
等
に
関
す
る
研
究
会
」
を

設
置
し
、
毎
月
、
研
究
会
を
開
催
し
て
い
る
。
昨
年
来
の
研
究
会
で

は
、
軍
事
対
決
に
は
至
ら
な
い
が
、
放
置
す
れ
ば
自
国
の
主
権
の
だ

け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
平
和
と
安
定
に
と
っ
て
深
刻
な

危
機
を
も
た
ら
す
中
国
の
巧
妙
な
「
サ
ラ
ミ
・
ス
ラ
イ
ス
戦
術
」
に

対
し
、
的
確
に
対
処
す
る
た
め
の
戦
略
の
策
定
と
断
固
た
る
対
応
を

採
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。

本
政
策
提
言
は
そ
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
三
月

二
十
二
日
に
開
催
の
理
事
会
と
総
会
の
承
認
を
得
、
小
田
村
四
郎
会

長
、
加
瀬
英
明
、
川
村
純
彦
、
黄
文
雄
、
田
久
保
忠
衛
、
中
西
輝
政

の
各
副
会
長
に
よ
る
連
名
で
発
表
し
て
い
る
。
す
で
に
安
倍
晋
三
内

閣
総
理
大
臣
は
じ
め
衆
・
参
両
院
議
長
、
外
務
、
防
衛
な
ど
の
関
係

大
臣
等
に
提
出
し
、
主
な
国
会
議
員
に
送
達
す
る
と
と
も
に
、
英
文

版
と
漢
文
版
も
作
成
し
、
台
湾
の
李
登
輝
元
総
統
や
台
湾
安
保
協
会

な
ど
に
も
届
け
て
い
る
。

本
会
は
「
政
策
提
言
」
と
し
て
、
二
〇
一
二
年
に
は
「
集
団
的
自

衛
権
に
関
す
る
現
行
憲
法
解
釈
を
修
正
せ
よ
」
お
よ
び
「
台
湾
と
の

自
由
貿
易
協
定
（
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
を
早
期
に
締
結
せ
よ
」、
二
〇
一
三
年
に

は
「
我
が
国
の
外
交･

安
全
保
障
政
策
推
進
の
た
め
『
日
台
関
係
基

本
法
』
を
早
急
に
制
定
せ
よ
」
を
発
表
し
て
い
る
。

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
、
昨
年
七
月
に
限
定
的
容
認
な
が
ら
閣

議
決
定
し
、
後
は
関
連
法
案
の
整
備
を
待
つ
だ
け
と
な
っ
て
い
る
。

日
台
Ｆ
Ｔ
Ａ
も
、
最
後
の
関
門
と
言
わ
れ
る
二
重
課
税
問
題
も
回
避

協
定
の
締
結
に
向
け
急
ピ
ッ
チ
で
検
討
が
進
ん
で
お
り
、
こ
の
問
題

が
解
決
す
れ
ば
Ｆ
Ｔ
Ａ
や
経
済
連
携
協
定
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
の
締
結
は
政

治
決
断
と
言
わ
れ
て
い
る
。�

（
編
集
部
）

日
本
李
登
輝
友
の
会

２
０
１
５
政
策
提
言

新
た
な
対
中
戦
略
の
策
定
を
急
げ

「
サ
ラ
ミ
・
ス
ラ
イ
ス
戦
術
」
で
勢
力
圏
の
拡
大
を
図
る
中
国
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中
国
は
現
在
、
習
近
平
国
家
主
席
の
下
、「
中
華
民
族
の
偉
大
な
復

興
」
の
夢
を
実
現
す
る
た
め
「
海
洋
強
国
」
を
建
設
し
、
米
国
と
太
平

洋
を
分
割
統
治
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
海
洋
進
出
を
図
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
東
ア
ジ
ア
の
覇
権
獲
得
を
目
指
す
中
国
に
と
っ
て
最
大
の
障
害
は

米
国
の
軍
事
プ
レ
ゼ
ン
ス
で
あ
る
。

中
国
は
、
八
〇
年
代
半
ば
に
近
海
積
極
防
衛
戦
略
を
策
定
し
、
二
〇

一
〇
年
ま
で
に
日
本
本
土
─
南
西
諸
島
─
台
湾
─
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
─
ベ

ト
ナ
ム
を
結
ぶ
「
第
一
列
島
線
」
の
内
側
海
域
で
敵
の
行
動
を
拒
否
し

得
る
能
力
を
、
さ
ら
に
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
日
本
本
土
─
小
笠
原
諸

島
─
サ
イ
パ
ン
─
グ
ア
ム
─
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
を
結
ぶ
「
第
二

列
島
線
」
の
内
側
海
域
で
敵
の
接
近
を
阻
止
し
得
る
能
力
を
獲
得
す
べ

く
海
軍
建
設
計
画
を
推
進
中
で
あ
る
。

中
国
は
、
有
事
に
侵
攻
し
て
来
る
強
力
な
米
海
軍
に
対
処
す
る
た
め
、

対
艦
弾
道
ミ
サ
イ
ル
や
潜
水
艦
を
中
核
と
す
る
接
近
阻
止
／
領
域
拒
否

（
Ａ
２
／
Ａ
Ｄ
）
能
力
の
獲
得
を
図
る
と
と
も
に
、
平
時
に
お
い
て
は
、

自
国
勢
力
圏
の
拡
大
に
よ
っ
て
米
国
の
軍
事
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
減
少
さ
せ

る
こ
と
を
狙
っ
て
お
り
、
南
シ
ナ
海
及
び
東
シ
ナ
海
に
お
い
て
、
急
増

し
た
軍
事
力
を
背
景
に
、
他
の
沿
岸
諸
国
が
領
有
権
を
主
張
す
る
島
嶼

を
巧
妙
な
方
法
で
奪
取
し
、
勢
力
圏
を
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。

中
国
は
、
他
国
の
領
土
を
奪
う
た
め
、
ま
ず
国
際
規
約
と
は
相
容
れ

な
い
一
方
的
な
管
轄
権
主
張
を
掲
げ
つ
つ
、
相
手
国
の
隙
を
狙
っ
て
海

警
局
の
公
船
や
海
上
民
兵
が
乗
っ
た
漁
船
群
を
次
々
に
紛
争
海
域
に
投

入
し
、
実
効
支
配
の
既
成
事
実
を
少
し
ず
つ
積
み
重
ね
る
方
法
で
、
既

存
の
安
全
保
障
秩
序
を
覆
し
、
現
状
を
変
革
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
。

そ
の
実
例
は
、
南
シ
ナ
海
で
の
国
際
法
を
無
視
し
た
管
轄
海
域
の
拡

大
や
奪
っ
た
岩
礁
で
の
基
地
建
設
、
東
シ
ナ
海
で
の
わ
が
国
領
海
へ
の

常
続
的
な
侵
入
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
近
、
南
シ
ナ
海
で
は
実
効
支
配
中
の
六
つ
の
岩
礁
の
う
ち
五
つ
を

埋
め
立
て
、「
人
工
島
」
を
造
成
中
で
あ
り
、
中
で
も
最
も
西
側
に
あ

る
フ
ィ
ア
リ
ー
・
ク
ロ
ス
（
永
暑
）
礁
は
、
埋
立
て
の
結
果
、
面
積
約

一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
島
と
な
り
、
三
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
滑
走

路
の
建
設
も
始
ま
っ
た
。

同
礁
に
航
空
基
地
が
完
成
す
れ
ば
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
含
む
南
シ
ナ

海
全
域
が
中
国
軍
機
の
行
動
圏
に
入
り
、
中
国
が
南
シ
ナ
海
全
域
の
航

空
優
勢
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
り
、
南
シ
ナ
海
が
事
実
上
、
中
国
の
内

海
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

東
シ
ナ
海
で
は
、
第
一
列
島
線
を
突
破
し
て
太
平
洋
へ
展
開
す
る
こ

と
が
中
国
に
と
っ
て
至
上
命
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
我
が
南
西
諸

島
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
目
前
の
戦
略
目
標
で
あ
る
。
中
国
が

南
西
諸
島
攻
略
の
絶
好
の
足
掛
か
り
と
し
て
狙
っ
た
の
が
尖
閣
諸
島
で

あ
り
、
米
国
と
の
軍
事
対
決
や
国
際
社
会
の
制
裁
を
招
く
よ
う
な
本
格

的
紛
争
に
陥
る
事
態
を
慎
重
に
避
け
な
が
ら
、
実
効
支
配
の
既
成
事
実

化
を
図
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
海
軍
力
の
使
用
は
控
え
つ
つ
も
、
準
海
軍
兵
力
（
海
上
民
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兵
）
と
位
置
付
け
ら
れ
る
漁
船
群
や
他
国
の
法
規
制
を
受
け
な
い
政
府

公
船
を
尖
兵
と
し
て
次
々
投
入
し
て
い
る
。

二
〇
一
四
年
秋
に
は
第
一
列
島
線
を
越
え
て
、
二
百
隻
以
上
の
中
国

漁
船
群
が
小
笠
原
諸
島
周
辺
海
域
に
押
し
寄
せ
、
太
平
洋
へ
の
進
出
を

目
指
す
中
国
の
作
戦
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
今
回
の
動
き
は
、

一
九
七
四
年
四
月
、
中
国
が
武
装
漁
船
を
含
む
約
二
百
隻
の
漁
船
群
を

尖
閣
諸
島
に
送
り
、
初
め
て
の
示
威
行
動
を
行
っ
た
事
例
と
酷
似
し
て

お
り
、
そ
の
目
的
は
、
単
な
る
サ
ン
ゴ
の
密
漁
な
ど
で
は
な
く
、
第
二

列
島
線
上
の
小
笠
原
諸
島
海
域
に
お
け
る
わ
が
国
の
対
応
や
、
海
上
警

備
能
力
を
見
極
め
る
た
め
の
動
き
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
よ
う
に
中
国
は
、
軍
事
対
決
に
は
至
ら
な
い
が
、
阻
止
す
る
こ

と
が
困
難
な
侵
犯
行
為
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
を
か
け

な
が
ら
も
現
状
の
変
革
を
目
指
し
て
お
り
、
一
連
の
中
国
の
行
動
に
対

し
て
、「
サ
ラ
ミ
・
ス
ラ
イ
ス
戦
術
」
と
い
う
呼
称
が
国
際
的
に
定
着

し
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
わ
が
国
に
は
、「
サ
ラ
ミ
・
ス
ラ
イ
ス
戦
術
」
に
有
効

に
対
処
す
る
た
め
の
総
合
的
な
国
家
戦
略
が
存
在
し
な
い
た
め
、
対
処

は
常
に
受
け
身
に
回
っ
て
お
り
、
個
々
の
事
案
に
対
し
、
そ
の
都
度
場

当
た
り
的
な
対
応
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
で
あ
る
。

米
国
も
二
〇
一
二
年
に
ア
ジ
ア
へ
の
回
帰
（
リ
バ
ラ
ン
ス
）
を
宣
言

し
た
も
の
の
、
差
し
迫
っ
た
他
の
地
域
で
の
事
態
対
処
に
追
わ
れ
、
中

国
の
「
サ
ラ
ミ
・
ス
ラ
イ
ス
戦
術
」
が
も
た
ら
す
深
刻
な
脅
威
に
対
処

す
る
た
め
の
具
体
的
な
戦
略
は
ま
だ
策
定
し
て
い
な
い
。

そ
の
上
、
米
国
は
、
同
盟
国
や
友
好
国
が
抱
え
る
中
国
と
の
領
有
権

問
題
に
つ
い
て
、
中
立
の
立
場
を
保
っ
て
お
り
、
た
と
え
同
盟
国
と
中

国
の
間
で
領
土
紛
争
が
発
生
し
て
も
、
米
国
が
同
盟
国
の
た
め
に
自
動

的
に
介
入
す
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
状
況
で
あ
る
。

最
も
懸
念
さ
れ
る
の
は
、
中
国
が
「
サ
ラ
ミ
・
ス
ラ
イ
ス
戦
術
」
に

よ
っ
て
少
し
ず
つ
現
状
を
変
革
し
て
行
く
こ
と
に
よ
り
、
米
国
が
介
入

で
き
な
い
状
況
が
続
き
、
そ
の
結
果
、
米
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
対

す
る
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
諸
国
の
不
信
感
が
高
ま
っ
て
、
米
国
が
地
域

に
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
事
態
が
生
じ
る
こ
と

で
あ
る
。

米
国
の
こ
れ
ま
で
の
対
中
関
与
政
策
は
破
綻
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
以
上
、
今
後
、
対
中
戦
略
の
抜
本
的
な
見
直
し
は
不
可
欠
で
あ

り
、
対
中
戦
略
の
中
軸
を
担
う
日
米
同
盟
に
お
い
て
も
戦
略
の
再
調
整

は
避
け
て
通
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
中
国
に
よ
る
新
し
い
脅
威
に
有
効
に
対
処
す
る
に
は
、
ま
ず
中

国
が
実
施
す
る
「
サ
ラ
ミ
・
ス
ラ
イ
ス
戦
術
」
に
つ
い
て
正
確
に
認
識

す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。

そ
の
上
で
中
国
に
対
し
て
、
わ
が
国
が
断
固
と
し
て
主
権
を
守
り
抜

き
、
か
つ
既
存
の
秩
序
を
打
破
し
て
地
域
の
平
和
と
安
定
を
乱
す
試
み

は
絶
対
に
容
認
し
な
い
と
い
う
確
固
た
る
決
意
を
、
所
要
の
防
衛
力
整

備
や
法
制
整
備
等
の
実
際
の
行
動
に
よ
っ
て
認
識
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
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で
あ
る
。

そ
の
第
一
歩
は
、
防
衛
力
を
目
に
見
え
る
形
で
増
強
す
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
、
防
衛
費
を
欧
州
主
要
国
と
同
程
度
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

（
二
〜
三
％
）
に
増
額
す
る
と
同
時
に
、
政
治
お
よ
び
法
制
上
の
制
約

を
是
正
し
て
、
わ
が
国
の
防
衛
能
力
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
た
め
の
体

制
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
米
国
と
の
安
全
保
障
体
制
を
一
層
強
化
し
、
日
米
両
国
の
総

合
戦
力
が
常
に
相
手
を
凌
駕
す
る
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
。

安
全
保
障
体
制
の
整
備
に
際
し
て
は
、
国
家
安
全
保
障
会
議
を
拡
充

し
て
、
情
勢
の
判
断
、
戦
略
の
策
定
及
び
戦
略
に
基
づ
く
計
画
の
実
施

に
必
要
な
対
外
調
整
に
当
た
ら
せ
る
た
め
、
首
相
直
属
の
「
国
家
戦
略

本
部
」
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
同
時
に
、
情
報
に
関
す
る
国
家
戦
略
を
策
定
す
る
た
め
、
内

閣
情
報
調
査
室
を
核
と
し
た
組
織
を
拡
充
し
て
、「
国
家
情
報
本
部
」

を
創
設
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
中
国
が
仕
掛
け
る
情
報
戦
に
的
確
に
対
処
し
、
国
際
法
を

無
視
し
た
一
方
的
な
領
有
権
主
張
や
強
引
な
行
動
に
対
す
る
反
駁
や
非

難
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
国
際
社
会
に
向
か
っ
て
積
極
的
に
発
信
す
る
た

め
の
内
閣
直
属
の
情
報
発
信
機
関
も
創
設
す
る
必
要
も
あ
る
。

こ
れ
ら
の
施
策
に
加
え
て
、
安
倍
首
相
が
主
唱
す
る
積
極
的
平
和
外

交
を
推
進
す
る
た
め
に
、
自
由
と
民
主
主
義
、
法
の
支
配
、
人
権
等
の

価
値
観
を
共
有
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
や
豪
州
、
イ
ン
ド
な
ど
の
諸
国

と
の
安
全
保
障
協
力
を
更
に
強
化
す
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
中
国
の
強
引
な
海
洋
進
出
を
牽
制

す
る
上
で
、
東
シ
ナ
海
と
南
シ
ナ
海
に
ま
た
が
り
、
戦
略
的
に
極
め
て

重
要
な
位
置
を
占
め
る
台
湾
と
の
緊
密
な
安
全
保
障
協
力
を
推
進
す
る

必
要
性
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
「
日
台
関
係
基
本
法
」
の
制
定
は
緊

急
、
か
つ
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
中
国
が
仕
掛
け
る
巧
妙
な
「
サ
ラ
ミ
・
ス
ラ
イ

ス
戦
術
」
を
抑
止
し
、
有
効
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
左
記
の
事
項
を

基
軸
と
す
る
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
る
。

記

① 

防
衛
力
の
強
化

・�

首
相
直
属
の
「
国
家
戦
略
本
部
」
及
び
「
国
家
情
報
本
部
」
の
創
設

・�

防
衛
関
係
費
の
顕
著
な
増
額
に
よ
る
自
衛
隊
及
び
海
上
保
安
庁
の
増

　

強
・�
総
合
防
空
ミ
サ
イ
ル
防
衛
（
Ｉ
Ａ
Ｍ
Ｄ
）、
対
艦
・
対
潜
能
力
、
島
嶼

防
衛
能
力
、
対
テ
ロ
戦
能
力
の
強
化
及
び
敵
基
地
制
圧
能
力
の
構
築

・�

中
国
が
実
施
す
る
サ
イ
バ
ー
戦
及
び
「
三
戦
（
世
論
戦
、
法
律
戦
、

心
理
戦
）」
に
対
処
す
る
た
め
の
攻
防
兼
備
し
た
戦
略
の
策
定
及
び

能
力
の
強
化
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・�

上
記
関
連
で
、
情
報
戦
に
対
処
し
、
国
際
法
を
無
視
し
た
一
方
的
な

領
有
権
の
主
張
や
強
引
な
行
動
に
対
す
る
反
駁
と
非
難
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
国
際
社
会
に
向
け
て
積
極
的
に
発
信
す
る
た
め
の
内
閣
直
属
の

情
報
発
信
機
関
の
創
設

・�

都
市
、
中
枢
基
地
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
生
活
関
連
施
設
等
重
要
イ
ン
フ

ラ
の
抗
堪
性
の
強
化

・�

信
頼
で
き
る
拡
大
核
抑
止
力
の
確
保
の
た
め
の
必
要
な
措
置

② 

法
制
面
の
整
備

・�

自
衛
権
や
国
軍
の
保
持
を
含
む
憲
法
第
九
条
の
改
正

・�

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
を
具
体
化
す
る
た
め
の
安
全
保
障
法
制

の
早
期
整
備

・�「
専
守
防
衛
」
及
び
「
非
核
三
原
則
」
の
見
直
し

・�

グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
事
態
に
有
効
に
対
処
す
る
た
め
の
「
領
域
警
備
法
」

の
制
定

・�

自
衛
隊
に
諸
外
国
と
同
様
の
国
際
法
規
・
慣
例
に
基
づ
く
軍
隊
と
し

て
の
権
限
の
付
与

・�

自
衛
隊
の
権
限
に
関
す
る
法
律
を
「
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
リ
ス
ト
」
方
式

と
す
る
た
め
の
改
正

・�

武
器
使
用
等
権
限
の
拡
大
等
、
海
上
保
安
庁
、
警
察
の
権
限
の
強
化

・�

日
台
関
係
基
本
法
」
の
制
定

③ 

日
米
同
盟
の
再
強
化

・�

対
「
接
近
阻
止
／
領
域
拒
否
」
戦
略
、
対
中
防
衛
戦
略
等
の
米
国
と

の
す
り
合
わ
せ
、
調
整
の
実
施

・�

自
衛
隊
と
米
軍
の
間
の
協
力
関
係
に
限
ら
ず
、
海
上
保
安
庁
と
米
国

沿
岸
警
備
隊
と
の
協
力
関
係
の
一
層
の
緊
密
化
に
よ
る
、
中
国
の
能

力
を
凌
駕
す
る
日
米
両
国
の
総
合
防
衛
警
備
能
力
の
整
備
・
維
持

・�

中
国
に
よ
る
南
シ
ナ
海
の
内
海
化
阻
止
の
た
め
の
日
米
両
国
に
よ
る

南
シ
ナ
海
の
合
同
哨
戒

④ 

諸
外
国
と
の
安
全
保
障
協
力
の
推
進

・�

豪
州
、
イ
ン
ド
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ベ
ト
ナ
ム
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
、
ブ
ル
ネ
イ
と
の
情
報
交
換
及
び
所
要
の
経
済
、
技
術
、

教
育
訓
練
等
の
支
援
の
推
進

・�

戦
略
的
に
極
め
て
重
要
な
場
所
に
位
置
す
る
台
湾
と
の
安
全
保
障
協

力
を
推
進
す
る
た
め
の
「
日
米
台
戦
略
対
話
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
創
設

・�

東
シ
ナ
海
及
び
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
多
国
籍
海
軍
共
同
演
習
の
積
極

的
実
施

・�
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
日
米
同
盟
を
基
軸
と
し
た
有
志
連
合

に
よ
る
常
設
艦
隊
の
創
設
と
集
団
航
行
の
実
施

【
編
集
部
注
】
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
リ
ス
ト
と
は
、
行
っ
て
は
い
け
な
い

行
動
を
列
挙
し
て
規
定
す
る
こ
と
。


